
目

次

担

当

課

（

室

）

発

行

岡

山

県

○

〃

〃

○

公

共

測

量

の

終

了

〃

目

次

担

当

課

（

室

）

○

土

地

収

用

法

に

基

づ

く

立

入

り

の

許

可

〃

○

建

築

基

準

法

に

基

づ

く

公

開

に

よ

る

意

見

の

聴

建

築

指

導

課

【

規

則

】

取

○

フ

ロ

ン

類

の

使

用

の

合

理

化

及

び

管

理

の

適

正

環

境

企

画

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

〃

化

に

関

す

る

法

律

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

の

完

了

規

則

○

〃

〃

（

県

例

規

集

登

載

）

○

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

【

告

示

】

完

了

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

【

正

誤

】

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

○

岡

山

県

庁

文

書

規

程

の

一

部

改

正

の

正

誤

総

務

学

事

課

の

辞

退

（

県

例

規

集

登

載

）

○

知

事

指

定

薬

物

の

指

定

医

薬

安

全

課

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

廃

止

指

導

監

査

課

○

〃

〃

○

指

定

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

廃

止

の

届

〃

出

○

漁

業

の

免

許

水

産

課

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

○

急

傾

斜

地

崩

壊

危

険

区

域

の

指

定

防

災

砂

防

課

【

公

告

】

○

公

共

測

量

の

実

施

監

理

課

○

〃

〃

○

〃

〃

岡

山

県

公

報

令和７年７月４日 第１２７１５号



◎
岡
山
県
規
則
第
五
十
六
号

フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
七
月
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
四
年
岡
山
県

規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

」

「

」

、

「

」

「

」

、

第
二
条
の
見
出
し
中

閲
覧
場
所

を

閲
覧

に
改
め

同
条
中

に
よ
り

を

に
よ
る

に

を
閲
覧
に
供
す
る
場
所
は

環
境
文
化
部
環
境
企
画
課
及
び
各
県
民
局
地
域
政
策
部
環
境
課

を

の

「

、

」

「

、

」

。

閲
覧
は

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の

に
改
め
る

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和７年７月４日　岡山県公報　第１２７１５号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
四
十
七
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
□
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
□
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指 

定
し
た
□ 

令
和
七
年
七
月
四
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 

 
 

指
定
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

指
定
年
月
日 

鏡
野
町
国
民
健
康
保
険
病
院 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

苫
田
郡
鏡
野
町
寺
元
三
六
五 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

令
和
七
年
七
月
一
日 

 

令和７年７月４日　岡山県公報　第１２７１５号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
四
十
八
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
□
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
□
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
□
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
□ 

令
和
七
年
七
月
四
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 
 

 

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

辞
退
年
月
日 

有
限
会
社
大
手
町
薬
局
メ
デ
□
カ
ル
ス
ワ
ミ 

 
 

 
 

 
 

赤
磐
市
河
本
一
一
四
一―

一 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

令
和
七
年
六
月
三
十
日 

令和７年７月４日　岡山県公報　第１２７１５号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
四
十
九
号 

 

岡
山
県
危
険
な
薬
物
か
ら
県
民
の
命
と
く
ら
し
を
守
る
条
例
□
平
成
二
十
七
年
岡
山
県
条
例
第
十
七

号
□
以
下
□
条
例
□
と
い
う
□
□
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
知
事
指
定
薬
物
を
次
の
と
お
り

指
定
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
七
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

知
事
指
定
薬
物
の
名
称 

１ 

一―

□
ベ
ン
ゾ
□
ｄ
□
□
一
・
三
□
ジ
オ
キ
ソ
□
ル―

五―

イ
ル
□―

二―

□
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ

ル
ア
ミ
ノ
□
プ
ロ
パ
ン―

一―

オ
ン
□
通
称
名
Ｃ
ｙ
ｐ
ｕ
ｔ
ｙ
ｌ
ｏ
ｎ
ｅ
□
Ｎ―

Ｃ
ｙ
ｃ
ｌ
ｏ
ｈ

ｅ
ｘ
ｙ
ｌ
ｍ
ｅ
ｔ
ｈ
ｙ
ｌ
ｏ
ｎ
ｅ
□
及
び
そ
の
塩
類 

２ 

二―

□
二―

[

□
四―
エ
ト
キ
シ
フ
□
ニ
ル
□
メ
チ
ル
□―

五―

ニ
ト
ロ―

一
Ｈ―

ベ
ン
ゾ

□
ｄ
□
イ
ミ
ダ
ゾ
□
ル―

一―
イ
ル
□―

Ｎ―

エ
チ
ル
エ
タ
ン―

一―

ア
ミ
ン
□
通
称
名
Ｎ―

Ｄ

ｅ
ｓ
ｅ
ｔ
ｈ
ｙ
ｌ 

ｅ
ｔ
ｏ
ｎ
ｉ
ｔ
ａ
ｚ
ｅ
ｎ
ｅ
□
及
び
そ
の
塩
類 

３ 

□
八
Ｒ
□―

六―

ア
リ
ル―

Ｎ
・
Ｎ―
ジ
エ
チ
ル―

一―

□
チ
オ
フ
□
ン―

二―

カ
ル
ボ
ニ
ル
□

―

九
・
十―

ジ
デ
ヒ
ド
ロ
エ
ル
ゴ
リ
ン―
八―

カ
ル
ボ
キ
シ
ア
ミ
ド
□
通
称
名
一
Ｔ―

Ａ
Ｌ―

Ｌ

Ａ
Ｄ
□
及
び
そ
の
塩
類 

二 

指
定
の
理
由 

 

条
例
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
薬
物
に
該
当
し
□
県
内
に
お
い
て
濫
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
た
め 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
□
令
和
七
年
七
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

令和７年７月４日　岡山県公報　第１２７１５号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
五
十
号 

介
護
保
険
法
□
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
□
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お

り
指
定
居
宅
サ
□
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
□
た
□ 

令
和
七
年
七
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

１ 

名
称 

山
陽
名
倉
堂
介
護
セ
ン
タ
□ 

２ 

所
在
地 

赤
磐
市
高
屋
三
九
八―
一 

二 

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

１ 

名
称 

有
限
会
社
山
陽
名
倉
堂 

２ 

所
在
地 

赤
磐
市
高
屋
三
九
八―

一 

三 

廃
止
の
届
出
を
受
理
し
た
年
月
日 

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日 

四 

介
護
保
険
事
業
所
番
号 

三
三
七
二
二
〇
〇
五
五
四 

五 

サ
□
ビ
ス
の
種
類 

訪
問
介
護 

 
 

 

令和７年７月４日　岡山県公報　第１２７１５号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
五
十
一
号 

介
護
保
険
法
□
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
□
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お

り
指
定
居
宅
サ
□
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
□
た
□ 

令
和
七
年
七
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

１ 

名
称 

ヘ
ル
パ
□
ス
テ
□
シ
□
ン 

ひ
だ
ま
り 

２ 

所
在
地 

瀬
戸
内
市
邑
久
町
山
田
庄
二
七
二
番
地
六 

二 

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

１ 

名
称 

株
式
会
社
ハ
□
ピ
□
ク
リ
エ
イ
シ
□
ン 

２ 

所
在
地 

瀬
戸
内
市
邑
久
町
山
田
庄
二
七
二
番
地
六 

三 

廃
止
の
届
出
を
受
理
し
た
年
月
日 

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日 

四 

介
護
保
険
事
業
所
番
号 

三
三
七
二
四
〇
一
〇
七
九 

五 

サ
□
ビ
ス
の
種
類 

訪
問
介
護 

 
 

 

令和７年７月４日　岡山県公報　第１２７１５号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
五
十
二
号 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
□
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
□
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
□
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す

る
旨
の
届
出
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
七
年
七
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

就
労
継
続
支
援
Ａ
型
ワ
ン
ピ
□
ス
総
社 

  

２  

所
在
地 

総
社
市
井
手
一
一
三
四
番
地
二 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

株
式
会
社
Ｏ
Ｎ
Ｅ
□
Ｓ 

Ｗ
Ｏ
Ｒ
Ｋ 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

総
社
市
井
手
一
一
三
四
番
地
二 

三 

廃
止
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
六
月
三
十
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
一
〇
八
〇
〇
五
七
二 

五 

サ
□
ビ
ス
の
種
類 

就
労
継
続
支
援
Ａ
型 

 

令和７年７月４日　岡山県公報　第１２７１５号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
五
十
三
号 

 

漁
業
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
□
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
令
和
七

年
七
月
一
日
次
の
と
お
り
漁
業
の
免
許
を
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
七
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

 
 

 

岡
区 

第
五
十
六
号 

免

許

番

号 

令
和
七
年
岡
山

県
告
示
第
九
十

七
号 

海
区
漁
場
計
画

の

告

示

番

号 

児
島
湾
漁
業
協
同
組
合
連

合
会 

漁

業

権

者

の

名

称 

海
区
漁
場
計
画
の
告
示
に
よ
る

海
区
漁
場
計
画
の
と
お
り 

免

許

の

内

容

□

条

件 

及

び

存

続

期

間 

令和７年７月４日　岡山県公報　第１２７１５号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
五
十
四
号 

 
 

道
路
法
□
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
□
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
□ 

 
 

そ
の
関
係
図
面
は
□
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
□ 

 
 
 
 

令
和
七
年
七
月
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 
県
道 

 

二 

路 

線 

名 

芳
井
油
木
線 

三 

道
路
の
区
域 

 
 一 

道
路
の
種
類 

県
道 

 

二 

路 

線 

名 

芳
井
油
木
線 

三 

道
路
の
区
域 

     

  

井
原
市
芳
井
町
下
鴫
字
刀
祢
三
一
三
九
番
一
地

先
か
ら 

井
原
市
芳
井
町
下
鴫
字
押
子
原
三
一
〇
五
番
一

地
先
ま
で 

 

井
原
市
芳
井
町
下
鴫
字
刀
祢
三
一
三
九
番
一
地

先
か
ら 

井
原
市
芳
井
町
下
鴫
字
押
子
原
三
一
〇
五
番
一

地
先
ま
で 

 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

旧 新 
新
旧

別 

六
・
一
□ 

一
四
・
〇 

八
・
九
□ 

二
四
・
四 

幅 
 

 

員 

□
メ
□
ト
ル
□ 

三
九
一
・
五 

三
九
一
・
五 

延 
 

 

長 

□
メ
□
ト
ル
□ 

  

井
原
市
芳
井
町
西
三
原
字
日
向
田
一
〇
五
番
二

地
先
か
ら 

井
原
市
芳
井
町
西
三
原
字
細
田
ノ
上
四
四
番
一

地
先
ま
で 

 

井
原
市
芳
井
町
西
三
原
字
日
向
田
一
〇
五
番
二

地
先
か
ら 

井
原
市
芳
井
町
西
三
原
字
細
田
ノ
上
四
四
番
一

地
先
ま
で 

 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

旧 新 

新
旧

別 

五
・
八
□ 九

・
五 

五
・
八
□ 九

・
五 

幅 
 

 

員 

□
メ
□
ト
ル
□ 

七
三
・
八 

七
三
・
八 

延 
 

 

長 

□
メ
□
ト
ル
□ 
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一 

道
路
の
種
類 

県
道 

 

二 

路 

線 

名 

栃
原
久
米
南
線 

三 

道
路
の
区
域 

  

  

久
米
郡
美
咲
町
和
田
北
字
ソ
子
一
一
四
八
番
一

地
先
か
ら 

久
米
郡
美
咲
町
和
田
北
字
太
郎
丸
上
一
一
一
八

番
二
地
先
ま
で 

 

久
米
郡
美
咲
町
和
田
北
字
ソ
子
一
一
四
八
番
一

地
先
か
ら 

久
米
郡
美
咲
町
和
田
北
字
太
郎
丸
上
一
一
一
八

番
二
地
先
ま
で 

 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

旧 新 

新
旧

別 

二
・
八
□ 

一
六
・
一 

四
・
一
□ 

二
一
・
三 

幅 
 

 

員 

□
メ
□
ト
ル
□ 

二
六
二
・
八 

二
六
二
・
八 

延 
 

 

長 

□
メ
□
ト
ル
□ 

令和７年７月４日　岡山県公報　第１２７１５号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
五
十
五
号 

 
 

道
路
法
□
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
□
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
□ 

 
 

そ
の
関
係
図
面
は
□
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
□ 

 
 
 
 

令
和
七
年
七
月
四
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 
 

 

   

県
道 

県
道 

道

路

の

種

類 

 

栃
原
久
米
南

線 

   

芳
井
油
木
線 

路

線

名 

久
米
郡
美
咲
町
和
田
北
字
ソ
子
一
一
四
八
番
一
地
先

か
ら 

久
米
郡
美
咲
町
和
田
北
字
太
郎
丸
上
一
一
一
八
番
二

地
先
ま
で 

井
原
市
芳
井
町
西
三
原
字
日
向
田
一
〇
五
番
二
地
先

か
ら 

井
原
市
芳
井
町
西
三
原
字
細
田
ノ
上
四
四
番
一
地
先

ま
で 

 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

間 

令
和
七
年
七

月
四
日 

供
用
開
始

年

月

日 
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
五
十
六
号 

 

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
□
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
□
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
地
区
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る
□ 

 
そ
の
関
係
図
書
は
□
岡
山
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
七
月
四
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

浦
田
地
区 

 
 

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
一
号
か
ら
十
八
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱

一
号
と
十
八
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域 

 
 

岡
山
県
倉
敷
市
浦
田
字
黒
山 

 
 

 
 

二
四
九
五
番
一 

 
 

一
号
か
ら
三
号
ま
で
□
六
号
か

ら
十
一
号
ま
で
及
び
十
八
号 

 
 

〃 
 

〃 
 

〃 

〃 
 

 
 

 
 

 

二
四
九
七
番
一 

 
 

四
号
及
び
五
号 

 
 

〃 
 

〃 
 

〃 

〃 
 

 
 

 
 

 

二
五
四
八
番
一 

 
 

十
二
号
か
ら
十
四
号 

 
 

〃 
 

〃 
 

〃 

〃 
 

 
 

 
 

 
二
五
五
〇
番
一
二 

 

十
五
号
及
び
十
六
号 

 
 

〃 
 

〃 
 

〃 

〃 
 

 
 

 
 

 
二
五
五
〇
番
一
四 

 

十
七
号 
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□
二
九
九
□
測
量
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
□
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
備
前
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

知
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
七
年
七
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

瀬
戸
内
市
邑
久
町
庄

田
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
□
基
準
点
測
量
□ 

測

量

の

種

類 

令
和
七
年
六
月
十
七
日
か
ら
同

年
七
月
三
十
一
日
ま
で 

測

量

期

間 
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□
三
〇
〇
□
測
量
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
□
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
備
中
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

知
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
七
年
七
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

総
社
市
久
代
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
□
基
準
点
測
量
等
□ 

測

量

の

種

類 

令
和
七
年
六
月
十
八
日
か
ら
同

年
十
月
十
日
ま
で 

測

量

期

間 
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□
三
〇
一
□
測
量
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
□
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
備
中
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

知
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
七
年
七
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

倉
敷
市
玉
島
黒
崎
地

内 測

量

区

域 

公
共
測
量
□
基
準
点
測
量
□
現
地
測 

量
□
横
断
測
量
及
び
用
地
測
量
□ 

測

量

の

種

類 

令
和
七
年
六
月
二
十
三
日
か
ら

同
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

測

量

期

間 
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□
三
〇
二
□
測
量
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
□
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
津
山
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が

あ
□
た
□ 

 
 

令
和
七
年
七
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

津
山
市
山
下
他
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
□
３
Ｄ
都
市
モ
デ
ル
作
成
□ 

測

量

の

種

類 

令
和
七
年
六
月
二
十
三
日
か
ら

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日
ま
で 

測

量

期

間 

令和７年７月４日　岡山県公報　第１２７１５号



□
三
〇
三
□
測
量
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
□
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
備
中
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通

知
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
七
年
七
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

倉
敷
市
粒
江
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
□
用
地
測
量
□ 

測

量

の

種

類 

令
和
七
年
六
月
十
八
日 

終

了

年

月

日 
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〔

〕

（

）

、

三
〇
四

土
地
収
用
法

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号

第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
事
業
の
準
備
の
た
め
の
土
地
立
入
り
を
許
可
し
た
。

令
和
七
年
七
月
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

起
業
者
の
名
称

中
国
電
力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
株
式
会
社

六
十
六
ｋ
Ｖ
特
別
高
圧
架
空
送
電
線
路

日
比
線
Ｎ
ｏ
．
十
一
～
十
八
経
年
鉄

二

事

業

の

種

類

塔
建
替
工
事

三

立
入
り
の
目
的

測
量
及
び
調
査

四

立
入
り
の
期
間

令
和
七
年
七
月
四
日
か
ら
令
和
八
年
六
月
三
十
日
ま
で

五

立
ち
入
ろ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

岡
山
県
玉
野
市
玉
五
丁
目

〃

〃

奥
玉
二
丁
目

〃

〃

奥
玉
三
丁
目
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〔
三
〇
五
〕
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
八
条
第
十
五
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
公
開
に
よ
る
意
見
の
聴
取
を
行
う
。

令
和
七
年
七
月
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

許
可
し
よ
う
と
す
る
建
築
物
の
建
築
の
計
画

真
庭
市
長
が
第
一
種
住
居
地
域
で
あ
る
真
庭
市
中
島
一
四
三
番
地
二
七
の
一
部
、
一
四
三
番
地
三

六
、
惣
二
六
〇
番
地
一
（
旧
真
庭
高
等
学
校
久
世
校
地
内
）
に
お
い
て
計
画
す
る
共
同
調
理
場
の
機

能
を
有
す
る
認
定
こ
ど
も
園
の
建
築

二

意
見
の
聴
取
の
期
日

令
和
七
年
七
月
十
日
（
木
曜
日
）
午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
二
時
三
十
分
ま
で

三

意
見
の
聴
取
の
場
所

真
庭
市
久
世
二
九
三
二
番
地
五

久
世
公
民
館

三
階
視
聴
覚
室
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□
三
〇
六
□
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
七
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
三
須
字
半
妻
四
八
七
番
二
四 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

倉
敷
市
日
畑
四
二
四
番
地
七 

中
村 

陸
人 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
四
二
五
号 
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□
三
〇
七
□
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
七
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
井
手
字
古
頃
一
〇
七
六
番
一
□
一
〇
七
七
番
□
一
〇
八
六
番
六
□
一
〇
八
六
番
一
二
□
一

〇
八
七
番
一
□
一
〇
八
七
番
二
□
一
〇
八
七
番
三
□
一
〇
八
八
番
一
□
一
〇
八
八
番
六
□
一
〇
七
六

番
一
地
先
か
ら
一
〇
七
七
番
地
先
ま
で
道 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
□
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
北
袋
町
一
丁
目
六
〇
二
番
一
号 

株
式
会
社
し
ま
む
ら 

代
表
取
締
役 

髙
橋
維
一
郎 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
七
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
四
三
三
号 
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〔
三
〇
八
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
七
年
七
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
井
手
字
古
頃
一
〇
七
六
番
一
、
一
〇
七
七
番
、
一
〇
八
六
番
六
、
一
〇
八
六
番
一
二
、
一

〇
八
七
番
一
、
一
〇
八
七
番
二
、
一
〇
八
七
番
三
、
一
〇
八
八
番
一
、
一
〇
八
八
番
六
、
一
〇
七
六

番
一
地
先
か
ら
一
〇
七
七
番
地
先
ま
で
道 

二 

公
共
施
設
の
種
類 

 
 

 
 

道
路
、
下
水
道 

三 

位
置
及
び
区
域 

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て 

 

閲
覧
に
供
す
る
。
） 

四 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
北
袋
町
一
丁
目
六
〇
二
番
一
号 

株
式
会
社
し
ま
む
ら 

代
表
取
締
役 

髙
橋
維
一
郎 

五 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
七
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
四
三
三
号 
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〔
一
八
〕
令
和
七
年
一
月
二
十
八
日
付
け
公
布
岡
山
県
訓
令
第
一
号
（
岡
山
県
庁
文
書
規
程
の
一
部
改

正
）
に
誤
り
が
あ
っ
た
。

頁
・
行

誤

正

一
・
終
わ
り
か

同
項
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

「
も
の
と
し
、
そ
の
課
の
分
掌
に
属

ら
一
〇

し
な
い
も
の
は
、
直
ち
に
、
理
由
を

付
し
て
主
務
課
に
送
付
す
る
」
を
削

り
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え

る
。

た
だ
し
、
そ
の
課
の
分
掌
に
属

し
な
い
も
の
は
、
直
ち
に
、
理
由

を
付
し
て
主
務
課
に
送
付
す
る
も

の
と
す
る
。

第
十
六
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。
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